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複合型サービス（訪問看護と小規模多機能型居宅介護）における 

ケア提供体制の在り方について 

 

 

社会保障審議会介護給付費分科会委員  

齋藤 訓子  

（公益社団法人 日本看護協会 常任理事）  

 

 

 

１．事業の概要  

 

 

平成 23年度日本看護協会事業において、訪問看護を基盤とした小規模多機能型

居宅介護の試行事業を全国 5事業所に委託して実施した。 

 

○事業内容  医療依存度の高い要介護者に対し、従来の小規模多機能型居宅介

護の形態に訪問看護の機能を付加した、「泊まり」「通い」「訪問介

護」「訪問看護」の多機能サービスを提供する。  

 

○実施体制  小規模多機能型居宅介護事業所等 全国 5事業所（神奈川 2、 

香川 1、愛媛 1、佐賀 1） に委託 

（全て同一法人内に訪問看護ステーションあり） 

 

○実施期間  2011 年 4月（一部事業所は 2月）～10月予定  

 

 

 

 

  

第80回（H23．9．22） 齊藤(訓)委員提出資料

社保審－介護給付費分科会
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２．試行事業の実施結果 

（１）実施体制（例） 

 委託事業所（小規模多機能型居宅介護事業所）の職員数、および試行事業における

人員体制の一例を示す。 

 

 ＜事業所Ａの実施体制＞ 

①職員数（実人数） 

小規模多機能型 

居宅介護 

介護従業者 
常勤 10 

非常勤 3 

看護職員 
常勤 0 

非常勤 1 

介護支援専門員 
常勤 0 

非常勤 1 

訪問看護 

ステーション 
看護職員 

常勤 3 

非常勤 7 

 

②試行事業の実施体制（1日当たり） 

   平均 

登録者数   23 

利 用 者 数

（人） 

通所・訪問介護  12.7 

宿泊  4.8 

職 員 配 置

（人） 

早番・日勤・遅番 看護職員 1.4 

介護職員 6.4 

計 7.9 

夜勤・宿直 看護職員 0.0 

介護職員 1.0 

計 1.0 

                  ※7月 1週間の平均 

 

（２）試行事業利用者のプロフィール 

（9月時点 小規模多機能型居宅介護ベースのみ、n=14） 

○平均年齢：78.1歳 

○平均要介護度： 4.0 

○日常生活自立度：「常に寝たままの状態」50.0%、「自力でベッド上で体を起こせる」21.4%、 

         「室内歩行ができる」28.6% 

○主疾患名：脳血管疾患後遺症 35.7%、認知症 21.4%、がん 14.3% など 

○認知症の日常生活自立度：「何らかの認知症を有する」85.7% 

○ターミナル期：該当 14.3% 

○主なケア内容：バイタルチェック 92.9%、病状モニタリング 85.7%、 

移動・移乗介助、体位交換 85.7%、皮膚ケア 78.6%、本人の心理的ケア 78.6%、 

家族への介護指導 78.6%、四肢・体幹リハビリテーション 71.4%、 

排泄援助 71.4% など 

昼間 看護職員 1.4人 

介護職員 6.4人 

夜間 看護職員 0.0人 

（利用者の状態に応じ配置） 

介護職員 1.0人 
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３．事例紹介 

【事例１】日常的に医療機器の管理・操作の援助が必要なケース（86 歳・女性） 

○利用者の状況 

主疾患名 大腸がん 副疾患 人工肛門造設 

要介護度 ３ ADLの状態 室内歩行ができる 

認知症日常生活自立度 Ⅱ コミュニケーション 難聴 

ターミナル期 非該当 同居者 一人暮らし 

 

主な医療行為 
人工肛門の管

理 

試行事業と併用する

サービス 
なし 

試行事業参加前の 

サービス利用状況 
訪問看護 

試行事業 

参加の経緯 

人工肛門装具から便が漏れた

時にタイムリーに交換して皮

膚障害を予防したい。装具交換

はほとんど自分でできるが、一

部援助が必要である。 

 

○看護・介護の留意点 

●人工肛門装具から漏れる状況を観察把握、漏れの原因や漏れた場合の対処方法を看護師が計画

立案し、介護職に説明し対応した。 

⇒腹部の形状により人工肛門装具から便が漏れやすく原因を取り除くことは難しいため、漏れ

た場合、別居の家族、看護師、介護職で連携しすぐに装具交換をして皮膚障害を予防する。 

●一人暮らしで難聴のため、外との接触がもちづらい。他の人と関わりたい。 

 

○サービス利用実績（4月～7月分） 

 
 

○試行事業参加による利用者の変化 

前 後 

人工肛門装具が漏れやすく、皮膚障害が起き

ていた。 

漏れる頻度が減った。また漏れてもすぐに対応

できるようになり、皮膚障害が起きなくなった。 

難聴のためコミュニケーションがとりづら

く、他の人と関わりがなかった 

レクリエーションに参加するようになった。 

 

４月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
泊まり
訪問看護 ★ ★ ★
訪問介護 ★

５月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 13
泊まり ★ ★ ★ ★ 4
訪問看護 ★ ★ 2
訪問介護 0

６月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
泊まり ★
訪問看護 ★ ★
訪問介護

７月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 14
泊まり ★ ★ ★ ★ 4
訪問看護 ★ ★ ★ ★ ★ 5
訪問介護 0

利用回数計

13
1
2
0

利用
回数計

利用回数計

13
0
3
1

利用
回数計
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【事例２】退院直後で状態が不安定なケース（79 歳・女性） 
○利用者の状況 

主疾患名 脳梗塞後遺症 副疾患 失語症 嚥下困難 

要介護度 ４ ADLの状態 室内歩行ができる 

認知症日常生活自立度 Ⅱ コミュニケーション 言語による会話は困難 筆談 

ターミナル期 非該当 同居者 子、子の配偶者、孫 

 

主な医療行為 
服薬、胃ろう、

吸引 

試行事業と併用する

サービス 

訪問診療 

福祉用具貸与（特殊寝台、特殊

寝台付属品、車いす、手すり） 

試行事業参加前の 

サービス利用状況 

医療機関（入

院） 

試行事業 

参加の経緯 

入院中に胃ろう造設したが、家

族が経口摂取を望み、在宅で訪

問診療と小規模多機能、訪問看

護を利用して経口摂取にむけ

たケアを受けることになった。 

 
○看護・介護の留意点 

●退院後 1ケ月で経口摂取が可能になるよう往診医、看護師、介護職、家族で目標と計画策定 

⇒経口摂取にむけてのトレーニングは、安全確保のため「通い」の昼間の時間帯に、看護師が実

施するとした。 

⇒ケアの拒絶が見られるため、通いの日時は事前に決めず、いつでも可とした。入浴と、胃ろう

からの栄養剤注入を中心に短時間でのケアを実施することにした。 

⇒嚥下訓練の他、歌ったり会話を促すなど、嚥下機能を高めるための工夫を介護職が行う。 

 

○サービス利用実績（6月～7月分） 

 
 

○試行事業参加による利用者の変化 

前 後 

経口摂取不可能 サービス利用 1 ヶ月目：プリン・アイスクリーム摂取可能と評価

される 

サービス利用 2 ヶ月目：プリン・アイスクリームその他を咀嚼し

て摂取している。 

筆談のみ 単語を話すようになった 

車いすを使用していた 歩行が可能となり、車いすを返却した 

 

 

  

６月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
泊まり
訪問看護
訪問介護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

退院

７月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 17
泊まり 0
訪問看護 ★ ★ 2
訪問介護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 15

利用
回数計

利用回数計

13
0
0
15



                                 

5 

 

【事例３】在宅での看取りを希望したケース（81 歳・男性） 

○利用者の状況 

主疾患名 アルツハイマー病 副疾患 微小変化型ネフローゼ症候群 

要介護度 ５ ADLの状態 室内歩行ができる 

認知症日常生活自立度 Ⅳ コミュニケーション 言語による会話は困難 筆談 

ターミナル期 該当 同居者 配偶者、子 

 

主な医療行為 
服薬、吸引、創傷部処

置、点滴、注射 

試行事業と併用

するサービス 

福祉用具レンタル（特殊寝台、

付属品、車いす、手すり） 

試行事業参加前の 

サービス利用状況 
医療機関（入院） 

試行事業 

参加の経緯 

BPSDで暴力、徘徊があったが、

家族で介護していた。肺炎の入

院治療後、小規模多機能の利用

を開始。その後ターミナル期と

判定され、訪問看護を導入。 

 

○看護・介護の留意点 

●発熱による食事摂取量の低下が見られるようになり、看護師が往診医に報告しミーティングを

行い、ターミナル期と判断した。医師、看護師により家族に状況の説明を行った。（３ヶ月前） 

●家族、医師、看護師、ケアマネジャーでカンファレンスを実施。「延命のための処置を希望し

ない。可能な限り入院せずに、苦痛がなく看取りたい。」とい家族の意志を確認。（1ヶ月前） 

⇒訪問看護や「泊まり」を増やし、身体の状況の把握や医療処置を行った。身体ケアは介護職員 

が実施した。 

→在宅で家族に見守られて死亡。 

 

○サービス利用実績（3月～6月分） 

 
○試行事業参加による利用者の変化 

前 後 

BPSDによる暴力、徘徊、介護の拒絶があった。 暴力や徘徊がなくなった。 

事業所のレクリエーションに参加して他者と

笑顔で話をする。 

３月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

通所 ★ ★ ★ 3
泊まり ★ ★ 2
訪問看護 ★ ★ 2
訪問介護 ★ ★ ★ ★ 4

４月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
泊まり ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
訪問看護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
訪問介護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

５月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 20
泊まり ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 14
訪問看護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 15
訪問介護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 13

６月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

通所 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
泊まり ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
訪問看護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
訪問介護 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

6.25死亡

利用
回数計

利用回数計

15
7
7

18
12

12

利用
回数計

利用回数計

16
9
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４．成果と課題 

（１）利用者・家族に対して 

 通い・泊まりのサービスに訪問看護が加わることにより、医療依存度の高い利用者の受け入

れや、在宅看取りへの対応が可能となった 

 顔なじみの職員が常に対応するため、認知症のある高齢者が無理なく利用できる 

 利用者の状態に合わせて臨機応変にサービスが組み合わせられるため、体調不安定やケアの

拒絶がある利用者も無理なく利用を続けることができる 

 家族に対するレスパイトケアの提供 

 

（２）事業者に対して 

 看護職員と介護職員で利用者の情報やケア方針を共有しやすく、看護と介護がそれぞれの専

門性を活かして、重複のない効率的なケア提供ができる 

 通い・泊まりの利用時に、まとまった時間で観察やリハビリテーションができるため、訪問

看護が単独で支えるよりも効率的・効果的にケアが提供できる 

 

（３）今後の課題 

 利用者の多くが福祉用具を使っているが、区分支給限度額から今の小規模多機能型居宅介護

の包括報酬を引いた残りの額では、福祉用具貸与と必要回数の訪問看護が入れられないケー

スが出てくる。 

 医療処置の必要な利用者については、訪問看護が在宅で処置をしてから通所に連れてくるこ

とで対処しているが、看取りの経験事例をふまえると、小規模多機能型居宅介護内である程

度の医療処置を実施できれば、緊急時の対応がよりスムーズになり、家族の負担が軽減でき

るのではないか。 

 医療依存度の高い利用者や、状態の不安定な利用者に 365 日対応するため、看護と介護のト

ータルマネジメント、利用者の状態に応じた柔軟なケアプラン変更が必要。 

 

 

５．提言事項 

 訪問看護ステーションと小規模多機能型居宅介護が一体的に運営されている場合には、両事

業所の職員は兼務可とし、柔軟な人員配置がとれるようにすること。 

 小規模多機能型居宅介護の看護・介護サービスを統括し、在宅での緊急対応や看取り対応を

ふまえたケア方針を立てる必要があることから、管理者は訪問看護経験のある看護師（また

は保健師）とするべき。 

 通い・泊まり・訪問看護・訪問介護のサービスに加え、必要に応じて在宅療養継続のための

福祉用具が利用できるよう、福祉用具貸与については区分支給限度額内で利用できる仕組み

とするべき。 
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<参考資料>  

試行事業利用者のプロフィール 

○9月時点で小規模多機能型居宅介護の試行事業利用者数は計 14名 

○平均年齢は 78.1歳 

○平均要介護度は 4.0。 

○日常生活自立度は、「常に寝たままの状態」が半数。 

○必要なケア内容をみると、「バイタル測定、酸素飽和度測定」「病状のモニタリング」「移動・

移乗の介助、体位交換」「皮膚ケア（清拭、その他の保清）」「本人の心理的ケア（傾聴等を含

む）」「家族への介護指導」などの割合が高い。 

 

表１ 年齢 

 
人数 割合 

60 歳代 1 7.1% 

70 歳代 8 57.1% 

80 歳代 4 28.6% 

90 歳代 1 7.1% 

計 14 100.0% 

平均年齢 78.1歳 

表２ 性別 

 
人数 割合 

男性 6 42.9% 

女性 8 57.1% 

計 14 100.0% 

 

表３ 要介護度 

 
人数 割合 

要介護 1 - - 

要介護 2 2 14.3% 

要介護 3 3 21.4% 

要介護 4 2 14.3% 

要介護 5 7 50.0% 

計 14 100.0% 

平均要介護度 4.0  

 

表４ 主疾患名 

 
人数 割合 

認知症 3 21.4% 

がん 2 14.3% 

脳血管疾患後遺症 5 35.7% 

その他 4 28.6% 

計 14 100.0% 
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表５ 日常生活自立度 

 
人数 割合 

常に寝たままの状態 7 50.0% 

自力でベッド上で体を起こせる 3 21.4% 

室内歩行ができる 4 28.6% 

日常生活にはほとんど不自由がない - - 

計 14 100.0% 

 

表６ 認知症の日常生活自立度 

 
人数 割合 

該当 12 85.7% 

（再掲）Ⅰ 1 7.1% 

    Ⅱ 6 42.9% 

    Ⅲ 2 14.3% 

    Ⅳ 2 14.3% 

    Ｍ 1 7.1% 

非該当 2 14.3% 

計 14 100.0% 

 

表７ ターミナル期のケア 

 
人数 割合 

該当 2 14.3% 

非該当 12 85.7% 

計 14 100.0% 
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表８ 必要なケア内容（複数回答） 

 
人数 割合 

1.バイタル測定、酸素飽和度測定 13 92.9% 

2.病状のモニタリング 12 85.7% 

3.入浴、シャワー浴介助 9 64.3% 

4.皮膚ケア（清拭、その他の保清） 11 78.6% 

5.口腔内ケア 9 64.3% 

6.排泄援助、陰部清浄・清拭 10 71.4% 

7.移動・移乗の介助、体位交換 12 85.7% 

8.本人の療養指導 4 28.6% 

9.本人の心理的ケア（傾聴等を含む） 11 78.6% 

10.ターミナルケア（緩和ケア） 2 14.3% 

11.服薬援助・管理（点眼薬、軟膏、座薬等を含む） 7 50.0% 

12.注射・点滴 1 7.1% 

13.中心静脈栄養 - - 

14.慢性疼痛の管理（がん末期を除く） - - 

15.がん末期の疼痛管理 - - 

16.経口摂取援助（食事、水分含む） 4 28.6% 

17.経鼻経管栄養・胃ろう・経腸栄養 4 28.6% 

18.褥瘡の処置 3 21.4% 

19.創傷部処置 3 21.4% 

20.吸入・吸引 3 21.4% 

21.気管切開の処置 1 7.1% 

22.酸素療法管理（在宅酸素、酸素吸入） - - 

23.膀胱洗浄・膀胱カテーテル管理 2 14.3% 

24.浣腸・摘便 5 35.7% 

25.人工肛門・人工膀胱の管理 2 14.3% 

26.人工呼吸器の管理 - - 

27.CAPD の管理 - - 

28.四肢・体幹のリハビリテーション 10 71.4% 

29.呼吸リハビリテーション（スクイージング等） 2 14.3% 

30.嚥下リハビリテーション 4 28.6% 

31.家族への介護指導 11 78.6% 

32.その他 - - 

計 14 100.0% 

 

 

 


